
 

 

 

令和３年１月２９日 

 

第 １ 回 

 

須崎市農業委員会総会 議事録 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

仰   裁 

会  長 事務局長 次  長 係 

    



 

 

 

１．開会場所  須崎市総合保健福祉センター ２階 会議室２ 

 

 

２．開会日時  令和３年１月２９日（金） 午後２時 

 

 

３．出席委員  （農業委員６名）   市川会長 中西職務代理者 山﨑委員 中村委員 

山口委員 谷脇（裕）委員 

 

 

４．欠席委員  （農業委員１名）   堅田委員 

 

        

 

５．出席職員  （事 務 局３名）   国広局長 竹下次長 

盛光主監  

 

 

６．議  案  議案第１号 非農地証明願について 

議案第２号 農用地利用集積計画について （諮問） 

 

 

７. 報告事項 【１】農地の時効取得について 

 

 

８． そ の 他 

  ・報酬条例の改正について 
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開会宣言 

 

 

開会挨拶 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

意 見 

 

 

議 長 

 

 

 

採  決 

 

議事録署名  

 

 

 

議 長 

 

 

 

議案説明 

 

 

 

 

市川会長 

只今から、令和３年第１回須崎市農業委員会総会を開催いたします。 

 

国広局長 

本日は、第１回の総会です。よろしくお願いいたします。 

はじめに欠席の報告をいたします。２番 堅田委員から欠席の連絡をいただいておりま

す。それでは、会長よろしくお願いします。 

 

市川会長 

皆さんお忙しい中、お集まりいただきありがとうございます。只今より、第１回須崎市

農業委員会総会を開催したいと思います。本日の議案は、第２号までとなっておりますが、

慎重にご審議いただきますよう、お願いいたします。 

それでは、日程第１議事録署名人の選任についてですが、どのようにいたしましょう。 

 

１４番 中西職務代理者 

議長指名。 

 

市川会長 

議長指名ということですが、いつものように私の方で指名させていただきたいと思いま

す。ご異議ございませんでしょうか。 

 

（異議なし）多数。 

 

市川会長 

ご異議なしと言うことですので、本日の議事録署名人は３番 中村委員、５番 山口委

員よろしくお願いいたします。 

 

市川会長 

 それでは、日程第２の議事に入らせていただきます。議案第１号 非農地証明願につい

て を議題といたします。事務局より説明をお願いします。 

 

国広局長 

議案第１号 非農地証明願について 

下記のとおり非農地証明願を受理したので、審議のうえ意見を求める。 

令和３年１月２９日 須崎市農業委員会 会長 市川雅彦 
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議  長 

 

 

意 見 

 

 

 

 

 

 

審  議 

 

 

採 決 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

（１）申請者     住    所  〇〇〇〇〇〇〇〇 

氏名及び件数  〇〇 〇〇   １件 

（２）申請受理面積  畑   ６９㎡ 

合計  ６９㎡ 

 

番号 １ 申請人   住所：〇〇〇〇〇〇〇〇 

氏名：〇〇 〇〇 

土地の所在地     須崎市大谷字中ノ島〇〇 

土地の表示      地目  畑  面積   ６９㎡ 

事  由        申請地は、現況が宅地となり２０年以上経過している。 

 

確認委員       森光 博 

           市川 雅彦 

 

市川会長 

それでは、確認委員さんのご意見をお願いいたします。 

 

市川会長 

 こちらの申請地につきましては、事由のとおり宅地となっており、非農地と判断して問

題はないと思われます。 

 

１４番 中西職務代理者 

 推進委員の意見集約では、特に意見等はありませんでした。問題はないと思われます。 

 

市川会長 

非農地と判断するということでございますが、これにご異議ございませんでしょうか。 

 

農業委員（異議なし）多数。 

 

市川会長 

ご異議がないようでございますので、議案第１号 非農地証明願について は、証明書

を交付することに決定します。 

続きまして、議案第２号 農用地利用集積計画について（諮問） の審議を議題といた

します。 

事務局より説明をお願いします。 
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議案説明 

 

 

 

 

 

 

議  長 

 

 

補足説明 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国広局長 

議案第２号 農用地利用集積計画について（諮問） 

上記のことについて、須崎市長より別冊のとおり諮問があったので、審議のうえ意見を

求める。 

令和３年１月２９日 須崎市農業委員会 会長 市川雅彦 

別冊のとおり。 

 

市川会長 

 それでは、補足説明をお願いします。 

 

盛光主監 

別冊についてご説明いたします。 

農用地利用集積計画書（案） 令和２年度第８号 

農業経営基盤強化促進法（昭和五十五年法律第６５号）第１８条第１項の規定により、

農用地利用集積計画を定める。 

令和３年１月２９日 須崎市長 楠瀬耕作 

 

次に、利用権の設定を受ける者の農業経営状況総括表をご覧ください。 

 

整理番号 Ｒ２－１６ 

利用権設定等を受ける者  

住所氏名 〇〇〇〇〇〇〇〇 

 〇〇 〇〇 

農作業従事日数   ３０日 

利用権設定等面積  農地   ４１３．００㎡ 

経営耕地面積    農地  ２７５７．２４㎡ 

 合計面積      農地  ３１７０．２４㎡ 

 農作業従事者    農業専従者 １名（内１５歳以上６０歳未満の者０名） 

                     

利用権設定等申出書 

利用権の設定を受ける者  〇〇 〇〇 

利用権の設定をする者   〇〇 〇〇 

             

 聴取確認欄 

１．通作距離              １㎞未満 

２．権利の種類             使用賃借による権利設定（通年） 
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議  長 

 

 

３．借受人の分類            個人 その他 

４．貸付人の分類            個人 

５．中核農家の該当の有無（借受人）   無 

６．権利の設定移転の事由        相手方の要望 

７．経営規模（農地面積）        借人 ０．３ha 未満 貸人 不耕作 

８．経営改善計画の認定の有無（借受人） 無 

 

利用権を設定する土地 

所在 須崎市上分甲字行廣〇〇 

現況地目 田 面積 ４１３㎡ 

設定する利用権 内容 水稲 

期間 令和３年２月１日～令和２３年１月３１日 ２０年間 

           借賃 ０円 

借賃の支払方法 使用貸借のためなし 

利用権の種類 使用貸借権 

当事者間の法律関係 使用貸借 

 

利用権設定については、農業経営基盤強化促進法第１８条第３項に照らして各要件を満

たしていることが必要なので説明をします。 

整理番号Ｒ２－１６について、借受人の主たる経営作物は水稲で、構成員は１人、うち

１人が専従者となっております。 

農業経営基盤強化促進法第１８条第３項第１号要件は、農用地利用集積計画の内容が基

本構想に適合するものであることとなっており、農業による自立の意欲、能力が認められ

るなど、須崎市の基本構想の利用権の設定を受ける者の備えるべき要件を満たしており、

適合すると考えます。第２号イ農用地のすべてを効率的に利用することの要件、第２号ロ

農作業に常時従事することの要件につきましても、適合すると考えます。第３号の要件は

１８条第２項第６号にて利用権設定後に農用地を適正に利用していないと認められた場

合の貸借解除を定めたもので、この件については対象ではありません。第４号の規定で対

象農地の所有権等の権利を有する者の全ての同意については、所有権以外に第４号に規定

する権利を有する者はいないため、この要件は満たしております。以上であり、今回の申

請１件について農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の各要件を満たしていると考え

ます。 

 

市川会長 

この件について、ご質問、ご意見ございませんでしょうか。  
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意  見 

 

 

審  議 

 

 

 

採  決 

 

議  長 

 

 

 

 

議案説明 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１４番 中西職務代理者 

 推進委員の意見集約では、特に意見等はありませんでした。計画は、妥当と判断します。 

 

市川会長 

それでは、審議の結果、計画は妥当と判断し、答申をすることにご異議ございませんで

しょうか。 

 

農業委員（異議なし）多数。 

 

市川会長 

 ご異議ないようですので、議案第２号 農用地利用集積計画について（諮問） を承認

することに決定し、答申することとします。 

続きまして、報告事項【１】 農地の時効取得について を議題といたします。 

 

国広局長 

報告事項【１】 農地の時効取得について 上記のことについて、高知地方法務局須崎

支局より下記のとおり所有権移転登記申請がなされた旨の通知を受理したので報告する。 

令和３年１月２９日 須崎市農業委員会 会長 市川雅彦 

 

（１）申請者       住    所  〇〇〇〇〇〇〇〇 

氏名及び件数  〇〇 〇〇  １件 

 

（２）申請受理面積    田   １４４㎡ 

合計  １４４㎡ 

 

番号１ 

義務者 住所：〇〇〇〇〇〇〇〇 

    氏名：〇〇 〇〇 

権利者 住所：〇〇〇〇〇〇〇〇 

    氏名：〇〇 〇〇 

     

土地の所在地 須崎市浦ノ内西分字長万〇〇 

 土地の表示 地目 田 

 面 積 １４４㎡  

 事   由 登記原因日付 平成９年 ４月 １日 

        時効取得受付 令和２年１２月 ２日 
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議  長 

 

 

そ の 他 

 

 

 

 

 

 

閉会宣言 

市川会長 

以上で予定されていた日程は、終わりました。その他、何かございませんか。 

 

国広局長 

令和３年度農業委員会総会の日程についての説明。 

 

竹下次長 

 報酬条例の改正の内容について説明。 

活動記録簿の提出期日の変更について説明。 

 

市川会長 

 その他、何かございませんか。 

ないようでしたら、以上で第１回農業委員会総会を閉会いたします。お疲れ様でござい

ました。 

 

閉会 午後 ３時３０分 

 

 

 

 

 

その真正なることを証して署名する。 

 

議   長 

 

 

３ 番 

 

 

５  番 

 

 


